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令和 ４ 年 ７ 月 １ 日 

〇規則 

 小田原市市税条例施行規則等の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小田原市市税条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ４ 年 ７ 月 １ 日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

小田原市規則第３２号 

小田原市市税条例施行規則等の一部を改正する規則 

（小田原市市税条例施行規則の一部改正） 

第１条 小田原市市税条例施行規則（昭和５０年小田原市規則第３６号）の一部を次の

ように改正する。 

第８条を次のように改める。 

（帳票等の様式） 

第８条 条例及びこの規則の施行上必要な帳票等の様式は、地方税法施行規則（昭和

２９年総理府令第２３号）に定めがあるもののほか、次のとおりとする。 

(1) 納税証明書 様式第５号 

(2) 軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用） 様式第６号 

  (3) 原動機付自転車標識 様式第７号 

  (4) 小型特殊自動車標識 様式第８号 

(5) 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 様式第９号 

(6) 原動機付自転車試乗標識 様式第１０号 

２ 前項に定めるもののほか、必要な帳票等の様式（条例第１９条第１項並びに第

１９条の２第１項及び第２項の申出書並びに条例第２２条の固定資産に関する地籍

図、土地使用図、家屋見取図その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式を含

む。）は、別に定める。 

様式第５号を次のように改める。 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

納税証明書 

納 税 義 務 者 

住 所（所在地）  

氏 名（名 称）  

 

賦課（事業）年度 税     目 納付すべき税額 納 付 済 税 額 未 納 税 額 
未納税額のうち 

納期未到来税額 
備     考 

       

       

       

       

       

上記のとおり相違ないことを証明します。 

年  月  日 

                                 小田原市長        □印   



 様式第６号から様式第４３号までを削り、様式第４４号を様式第６号とし、様式第

４５号を様式第７号とし、様式第４６号を様式第８号とし、様式第４７号を削り、様

式第４８号を様式第９号とし、様式第４９号を削り、様式第５０号を様式第１０号と

し、様式第５１号から様式第６９号までを削る。 

（小田原市国民健康保険条例施行規則の一部改正） 

第２条 小田原市国民健康保険条例施行規則（昭和３４年小田原市規則第８号）の一部

を次のように改正する。 

第１５条中「次のとおりとする」を「別に定める」に改め、同条各号を削る。 

様式第１号から様式第３１号までを削る。 

（小田原市介護保険条例施行規則の一部改正） 

第３条 小田原市介護保険条例施行規則（平成１２年小田原市規則第９号）の一部を次

のように改正する。 

第１０条中「介護保険居宅介護サービス費等支給申請書（様式第１号）（特定入所

者介護サービス費若しくは特例特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サ

ービス費若しくは特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときに

あっては介護保険特定入所者介護サービス費支給申請書（様式第２号））」を「申請

書」に改める。 

第１５条の２第２項中「様式第３号」を「様式第１号」に改める。 

第１６条を次のように改める。 

（帳票等の様式） 

第１６条 法令、条例及びこの規則の施行上必要な帳票等の様式は、法令に定めがあ

るもののほか、次のとおりとする。 

  (1) 介護保険資格者証（介護保険暫定被保険者証）（様式第２号） 

  (2) 介護保険受給資格証明書（様式第３号） 

  (3) 介護保険利用者負担額減額・免除認定証（様式第４号） 

(4) 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証（特別養護老人ホームの要介護旧措

置入所者に関する認定証）（様式第５号） 

 ２ 前項に定めるもののほか、必要な帳票等の様式は、別に定める。 

  様式第１号及び様式第２号を削り、様式第３号を様式第１号とし、様式第４号から 

様式第１３号までを削り、様式第１４号を様式第２号とし、様式第１５号を様式第３ 



号とし、様式第１６号から様式第２８号までを削り、様式第２９号を様式第４号とし、 

様式第３０号から様式第３２号までを削り、様式第３３号を様式第５号とし、様式第

３４号から様式第４６号までを削る。 

（生活保護法施行細則の一部改正） 

第４条 生活保護法施行細則（平成１４年小田原市規則第９号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第１項中「（様式第１号）」、「（様式第１号の２）」及び「（様式第２ 

号）」を削り、同条第２項第１号中「（様式第３号）」を削り、同項第２号中「（様

式第４号）」を削り、同項第３号中「（様式第５号）」を削り、同項第４号中「（様

式第６号）」を削り、同項第５号中「（様式第８号）」を削り、同項第６号中「（様 

式第９号）」を削り、同条第３項及び第４項を削る。 

第３条第１項第１号を次のように改める。 

(1) 面接記録票 

第３条第１項第２号中「（様式第１１号）」を削り、同項第３号中「（様式第１２

号）」を削り、同項第４号中「（様式第１３号）」を削り、同項第５号中「（様式第

１４号）」を削り、同条第２項第１号中「（様式第１５号）」を削り、同項第２号中

「（様式第１６号）」を削り、同項第３号中「（様式第１７号）」を削り、同項第４

号中「（様式第１８号）」を削り、同項第５号中「（様式第１９号）」を削る。 

第４条第１項中「（様式第２０号）」及び「（様式第２１号）」を削り、同条第２

項中「（様式第２１号の２）」を削り、同条第３項中「（様式第２１号の３）」を削

り、同条第４項中「（様式第２１号の４）」を削る。 

第５条第２項中「（様式第２２号）」を削る。 

第６条ただし書中「生活保護法第２７条第１項に基づく指導指示書（様式第２２号

の２）」を「指導指示書」に改める。 

第７条中「（様式第２３号）」を削る。 

第８条中「生活保護法第２９条の規定に基づく調査について（様式第２４号）」を

「調査依頼書」に改める。 

第９条を次のように改める。 

（扶養照会書等） 

第９条 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行に係る照会



をするときは、扶養照会書により行うものとする。 

２ 要保護者の扶養義務者は、前項の照会に対する回答をするときは、扶養届により

行うものとする。 

第１０条中「（様式第２６号）」を削る。 

第１１条中「（様式第２６号の２）」を削る。 

第１２条第１項中「（様式第２６号の３）」を削る。 

第１３条第１項中「費用返還決定通知書（様式第２７号）とし、法」を「返還金決

定通知書とし、法第７７条の２及び」に、「費用徴収決定通知書（様式第２８号）」

を「徴収金決定通知書」に改め、同条第２項中「（様式第２９号）」を削る。 

第１４条を第１５条とし、第１３条の次に次の１条を加える。 

  （帳票等の様式） 

第１４条 法令及びこの規則の施行上必要な帳票等の様式は、別に定める。 

様式第１号から様式第２９号までを削る。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


